
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  区分記載請求書等保存方式                 

Ｑ：平成29年４月から消費税率が改正にな

りますが、その関係で仕入税額控除の要件と

なっている帳簿及び請求書等の保存も一部改

正になるとか。どのようになるのですか？                          

                                             

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

消費税の仕入税額控除制度は、将来、イン

ボイス制度が導入されることになっています

が、平成29年４月１日から平成33年３月31日

までの間は、現行の請求書等保存方式を基本

的に維持しつつ、軽減対象資産の仕入かそれ

以外の仕入かの区分を明確にするための一定

の記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保

存をすればよいこととされています。 

一定の記載事項とは、次の事項です。 

 ①区分記載請求書等 

  ・課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の

譲渡等である場合にはその旨 

  ・軽減税率と標準税率との税率の異なるご

とに合計した課税資産の譲渡等の対価の

額(税込) 

  ②帳簿 

  課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の 

譲渡等である場合にはその旨 

なお、課税貨物の引取りに係る仕入税額控

除は、これまで同様、課税貨物に係る課税標

準や引取りに係る消費税等が記載された輸入

許可通知書等を保存すると共に、課税貨物に

係る消費税等の額を帳簿に記載し、保存しな

ければなりません。 
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